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 少年非行情勢の変容を踏まえた非行集団等に対する実態把握及び対策の強化につい

 て（通達）

　非行集団については、「非行集団等に対する実態把握等の強化について（通達）」（令

和元年６月１１日付け熊少第２７５号）に基づき、情報収集及び実態把握等を推進してい

るところ、この度、警察庁から別添の通達が発出された。 

　各警察署にあっては、全国的にＳＮＳ上の犯罪実行者募集情報や地元の非行集団等にお

ける人間関係等を通じて匿名・流動型犯罪グループに加担し、犯罪の実行役として特殊詐

欺や侵入強盗等の組織的な犯罪を敢行する少年が散見される現状を踏まえ、管内の実情等

を考慮した非行集団等に対する実態把握等の強化に努められたい。 

 

※　警察庁通達「少年非行情勢の変容を踏まえた非行集団等に対する実態把握及び対

 　策の強化について（通達）」については警察庁ホームページをご覧ください。


